
○補助事業の内容および目的・効果
　補助要件　　　１１時間の開所時間を超えた延長保育実施経費を補助

　保護者負担金　30分・1時間220円　2時間300円　4時間680円　（１回利用につき）　

（目　的）

目　　的

（効　果）

・ 効 果

○補助事業の収支状況

39,008

内　　容

入 25 44,535 5,808

収 22 34,504 4,504

4,920

50,343

　　　　　　　　　　　　２時間延長 年額2,750,000円，４時間延長 年額5,750,000円　

　　　　　　　　加算分：30分・1時間 220円×A，B階層延利用人数，

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№１）

補 助 金 名
（交付金名）

延長保育運営費補助金
開　始

平成１１年度
年　度

(単位：千円)

　補助金額　　　基本分：３０分延長 年額　300,000円，１時間延長 年額1,750,000円，

　保護者の就労形態の多様化，通勤時間等の増加に伴い，保育時間の延長を必要とする児
童の保育を行い，児童福祉の向上を図る。

　保護者の就労形態の多様化等により，通常の保育時間では保護者の負担が増加すること
から，児童福祉の向上のためには必要である。

団　体　名 延長保育実施認可保育所等

助成の根拠規定等
国：子ども・子育て支援交付金交付要綱　市：函館市延長保育運営費補助金交付要綱

(条例・規則・要綱等)

　　　　　　　　　　　　2時間 300円×A,B階層延利用人数，4時間 680円×A,B階層延利用人数

　　　　　　　　　　　　（A階層:生活保護世帯　B階層:非課税世帯）

年　度
助　　成　　金

事業収入 会　費 繰越金 計
市 その他

44,581

24 41,912 5,368 47,280

23 39,661

支 22 26,249 12,898

47,706

年　度 人件費 事務費 事業費
上部団体

計
負担金等

39,147

26 42,870 4,836

45,485

24 35,610 17,651 53,261

23 29,847 15,638

53,688

26 34,695 19,553

出 25 35,228 18,460

54,248



○基本的視点の再チェック

※適・不適であっても，説明欄は必ず記載してください。

○財政的視点のチェック

※不適の場合は，説明欄に必ず記載してください。

１

公益性
（明確な公益性があるか） 　保護者のやむを得ない事情によって，保育所

等の開所時間後も乳幼児を預かることができる
当該事業は，市民のニーズも高く，市民生活の
向上に寄与するなど，公益性が高い。（国の補
助基準に基づき補助している。）

　①広く市民生活の向上に貢献
  する事業

　②市民ニーズが高い事業

２
必要性（補助しなければならない事
業であるか）

　施設型給付費の範囲外で，利用者との契約に基づ
き実施する事業であり，保護者負担の軽減を図るた
めにも，補助の必要性は高い。

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№２）

補 助 金 名
（交付金名）

延長保育運営費補助金

基　本　的　視　点 適 不適 説　　明

財　政　的　視　点 不適 不適の場合の理由と今後の対応について

１ 積算内訳は，前年踏襲となっていないか

３
自主性（自主自立に向け努力してい
るか）

　保護者負担の上乗せを求めず，自立した運営
が困難な事業であることから，自主性の視点
は，当該事業には合致しない。

４
有効性（他の手法ではなく補助する
ことが，施策目的実現に最適か）

　当該事業の運営に対する支援であり，補助が
最も適切な方法である。

４
補助割合は，補助対象経費の１／２以内で
ある

　補助割合は，国の基準に基づいているため，補助
対象経費の１/２以内にはならないものである。

５ 前年度繰越金は生じていないか

２ 補助金等の使途は適切である

３ 積算基準は定められている

６
自主財源の確保に努めている
（最低でも前年度の収入を確保している
か）

７ 経常経費の節減に努めているか



○補助効果の検証
（効果測定方法，具体的な数値等）

（達成状況）

　平成２２年度                      　１時間延長　　７施設，２時間延長　３施設，４時間延長　２施設

　　　　　　　　　　　　　　※継続事業は，直近の実績　新規事業は，効果のみ記載してください。

（評　価） （理　由）

十分効果をあげている

 一定の効果をあげている

効果が疑問である

その他

○今後の方向性
（見直しの内容）

（見直しの時期）

（廃止の理由） （その他の内容）

（廃止の時期）

○終期の設定

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№３）

補 助 金 名
（交付金名）

延長保育運営費補助金

　　当該事業を実施している保育所数

　平成２４年度　３０分延長　１５施設，１時間延長　　８施設，２時間延長　３施設，４時間延長　２施設

　平成２５年度　３０分延長　１３施設，１時間延長　１２施設，２時間延長　３施設，４時間延長　２施設

　平成２６年度　３０分延長　１４施設，１時間延長　　９施設，２時間延長　３施設，４時間延長　２施設

　平成２３年度　３０分延長　１５施設，１時間延長　　７施設，２時間延長　３施設，４時間延長　２施設

終期設定 終期到来により廃止 次回チェック年度(予定)

平成２９年度 終期到来時に再検討 平成２９年度

現行のまま補助を継続

　今後予定されている消費税増税等に伴う国の社会保
障充実に向けた取り組みを考慮し，引き続き，適切な
制度設計等の検討を進める。

見直したうえで補助を継続

廃止

その他


